
東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則 
平成１６年４月１日 

役員会議決 
東大規則第９号 

沿革 
（目的） 

第１条 本規則は、次の各号に列記する規則の規定に基づき、検定料、入学料及び授業料等
の費用を定めることを目的とする。 
(1) 東京大学学部通則 （以下「学部通則」という。）第５８条の２第１項、同条第２項及

び第６６条第１項 
(2) 東京大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第３５条第１項 
(3) 東京大学学位規則（以下「学位規則」という。）第４条第４項及び第１８条第２          
  項 
(4) 東京大学教育学部附属中等教育学校 （以下「中等教育学校」という。）学則第２４条

第１項、第２５条第２項及び第２６条第２項 
(5) 東京大学医科学研究所研究生規則第１０条、東京大学地震研究所研究生規則第１０

条、東京大学生産技術研究所研究生規則第１０条、東京大学定量生命科学研究所研究
生規則第１０条、東京大学物性研究所研究生規則第１０条、東京大学大気海洋研究所
研究生規則第１０条及び東京大学先端科学技術研究センター研究生規則第１０条 

(6) 東京大学大学院情報学環教育部（以下「情報学環教育部」という。）規則第２６          
  条 
（検定料、入学料及び授業料の額） 

第２条 学部通則第５８条の２第１項及び大学院学則第３５条第１項に規定する学部学生
及び大学院学生に係る検定料、入学料及び授業料の額は、学生の区分に応じた別表１に掲
げる額とする。 

２ 学部通則第２条第２項又は大学院学則第２条第７項の規定により、修業年限又は標準
修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業又は課程を修了す
ることを認められた者（以下「長期履修学生」という。）に係る授業料の年額は、当該在
学を認められた期間 （以下「長期在学期間」という。）に限り、前項の規定にかかわらず、
同項に規定する授業料の年額に修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た
額を長期在学期間の年数で除した額 （その額に１０円未満の端数があるときは、これを切
り上げるものとする。）とする。 

３ 中等教育学校学則第２４条第１項、第２５条第２項及び第２６条第２項に規定する中
等教育学校の生徒に係る検定料、入学料及び授業料の額は、別表２に掲げる額とする。 
（長期履修学生に係る授業料及び徴収方法の特例） 

第３条 長期履修学生が長期在学期間を終了した後も在学する場合には、その超えた期間



に納付すべき授業料の年額は、別表１に掲げる年額と同額を徴収するものとする。 
２ 長期履修学生が学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に徴収する授業料の額は、

前条第２項の規定により定められた授業料の年額の１２分の１に相当する額（その額に
１０円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。）に在学する月数を乗じ
て得た額として、当該学年の初めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修
了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授
業料は、後期の徴収の時期に徴収することができるものとする。 

３ 長期履修学生が長期在学期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期
間に応じて前条第２項の規定により算出した授業料の年額（当該短縮後の期間が修業年
限又は標準修業年限に相当する期間の場合には、前条第１項に規定する授業料の年額）に
当該者が在学した期間（在学途中に長期履修学生として認められた場合は長期履修開始
後の期間とする。以下同じ。）の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付す
べき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものと
する。 

４ 長期履修学生が長期在学期間を延長することを認められる場合又は学生が在学途中に
長期履修学生として認められる場合の授業料の年額は、新たな長期在学期間に応じて前条
第２項の規定により算出した授業料の年額を新たな授業料の年額とする。また、すでに履
修した期間の授業料との差額調整は行わないものとする。 

５ 授業料の改定が行われる場合の長期履修学生に係る授業料の年額は、改定後の授業料
に応じて前条第２項の規定により算出した授業料の年額を新たな授業料の年額とする。
また、すでに履修した期間の授業料との差額調整は行わないものとする。 

６ その他長期履修学生の授業料に関して必要な事項は、別に定める。 
（研究生、聴講生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額） 

第４条 学部通則第５８条の２第２項に規定する研究生、聴講生及び科目等履修生の検定
料、入学料及び授業料の額は、別表３に掲げる額とする。 
（研究所研究生の検定料、入学料及び研究料の額） 

第５条 東京大学医科学研究所研究生規則第１０条、東京大学地震研究所研究生規則第１
０条、東京大学生産技術研究所研究生規則第１０条、東京大学定量生命科学研究所研究生
規則第１０条、東京大学物性研究所研究生規則第１０条、東京大学大気海洋研究所研究生
規則第１０条及び東京大学先端科学技術研究センター研究生規則第１０条に規定する研
究所研究生の検定料、入学料及び研究料の額は、別表４に掲げる額とする。 
（情報学環教育部研究生の検定料、入学料及び授業料の額） 

第６条 情報学環教育部規則第２６条に規定する情報学環教育部研究生の検定料、入学料
及び授業料の額は、別表５に掲げる額とする。 
（論文審査手数料の額） 

第７条 学位規則第４条第４項に規定する論文審査手数料の額は、別表６に掲げる額とす



る。 
（学位記の再交付手数料の額） 

第８条 学位規則第１８条第２項に規定する学位記の再交付手数料の額は、別表７に掲げ
る額とする。 
（寄宿料の額） 

第９条 学部通則第６６条第１項及び大学院学則第３５条第１項に規定する寄宿料の額は、
別表８に掲げる額とする。 
（規則の改廃） 

第１０条 この規則の改廃は、経営協議会及び教育研究評議会の審議の後、役員会の議を経
て、これを行う。 

附 則 
この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成１９年９月２７日から施行し、この規則による改正後の東京大学におけ

る検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則の規定は、平成１９年４月１日から適用
する。 

附 則 
この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２３年６月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、別表１備考の改正規定は、平成

２４年３月２９日から施行し、改正後の東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費
用に関する規則別表１備考の規定は、平成２３年１０月１日から適用する。 

附 則 
この規則は、平成２６年３月２７日から施行する。 



附 則 
この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 
１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
２ 平成３１年３月３１日以前の９月入学者については、この規則による改正後の規定に

かかわらず、卒業・修了見込年度に限り、前期の授業料を年額の１２分の５として徴収す
るものとする。 

附 則 
この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
  附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
２ 令和７年３月３１日以前に学部前期課程に入学し、又は再入学し、引き続き在学する者

については、この規則による改正後の別表１の授業料の項の規定にかかわらず、改正前の
授業料の額を適用する。 

 
別表１ 学部学生及び大学院学生の検定料、入学料及び授業料の額 
別表２ 中等教育学校の生徒に係る検定料、入学料及び授業料の額 
別表３ 研究生、聴講生及び科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額 
別表４ 研究所研究生の検定料、入学料及び研究料の額 
別表５ 情報学環教育部研究生の検定料、入学料及び授業料の額 
別表６ 論文審査手数料の額 
別表７ 学位記の再交付手数料の額 
別表８ 寄宿料の額  

https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_pdf/word/h1604010091.docx
https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_pdf/word/h1604010092.docx
https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_pdf/word/h1604010093.docx
https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_pdf/word/h1604010094.docx
https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_pdf/word/h1604010095.docx
https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_pdf/word/h1604010096.docx
https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_pdf/word/h1604010097.docx
https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_pdf/word/h1604010098.docx
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◆平成１６年０４月０１日 役員会議決 
◇平成１７年０１月２８日  
◇平成１８年０２月２４日  
◇平成１９年０３月２２日  
◇平成１９年０９月２７日  
◇平成２１年０３月２６日  
◇平成２２年０３月２５日   
◇平成２３年０３月２８日   
◇平成２３年０６月０１日   
◇平成２４年０３月２９日   
◇平成２６年０３月２７日   
◇平成２６年１１月２７日   
◇平成２８年０１月２８日   
◇平成３０年０３月２０日   
◇平成３１年０３月２２日  
◇令和０６年０３月２１日 
◇令和０７年０２月２０日 
 


